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(57)【要約】
【課題】  検査されるべき対象領域が関心領域中で撮像
する必要がなく、大きい画像を用いる必要のない関心画
像領域において画質の自動適応を行う撮像システム及び
方法を提供することを目的とする。
【解決手段】  本発明は、画像又は画像シーケンスを発
生し、個々のシステム構成要素の動作上の挙動を自動的
に変化又は最適化する特にＸ線システム及び超音波シス
テムといった画像システムに関連する。このために、デ
ータ処理ユニットによって、画像シーケンスの画像中
で、測定フィールド３０が定義される。情報１４ｂ，１
５ｂ，１６ｂ，１７ｂ及び１８ｂは、システム構成要素
を適応させるために測定フィールドから抽出される。特
に、画像シーケンスの間に、測定フィールドは対象の動
きに従って適応又はシフトされる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  Ｘ線画像の複数の画像点から少なくとも
１つの測定フィールドを形成し、前記測定フィールドか
ら抽出される情報によってＸ線を制御するよう構成され
るデータ処理ユニットを含む、Ｘ線画像を発生するＸ線
システム。
【請求項２】  Ｘ線の放射線の線質は、前記測定フィー
ルドから抽出される情報によって制御されることを特徴
とする、請求項１記載のＸ線システム。
【請求項３】  画像点は動きの検出に基づいて前記測定
フィールドに関連付けられることを特徴とする、請求項
１記載のＸ線システム。
【請求項４】  前記測定フィールドは、前記測定フィー
ルドに既に関連付けられている少なくとも１つの画像点
に対して少なくとも１つの選択可能な幾何学的な関係を
示す画像点により拡張されることを特徴とする、請求項
１記載のＸ線システム。
【請求項５】  前記測定フィールドは、前記測定フィー
ルドに既に関連付けられている少なくとも１つの画像点
から選択可能な方向依存の又は方向独立の距離に位置す
る画像点により拡張されることを特徴とする、請求項４
記載のＸ線システム。
【請求項６】  前記測定フィールドは、前記測定フィー
ルドに関連付けられていない選択可能な数よりも多くの
隣接する画像点によって囲まれる画像点だけ縮小される
ことを特徴とする、請求項１記載のＸ線システム。
【請求項７】  心臓検査を行うことが意図されることを
特徴とする、請求項１記載のＸ線システム。
【請求項８】  データ処理ユニットは少なくとも１つの
測定フィールドによって、動く心臓又は体の中にあるカ
テーテルの前部又はその先端を覆うよう配置されること
を特徴とする、請求項７記載のＸ線システム。
【請求項９】  超音波画像の複数の画像点から少なくと
も１つの測定フィールドを形成し、前記測定フィールド
から抽出される情報によって少なくとも超音波を制御す
るよう配置されるデータ処理ユニットを含む、超音波画
像を発生する超音波システム。
【請求項１０】  対象に対して印加されイメージングに
必要な放射線の線量又は波動を制御するためにイメージ
ングシステムによって実行される方法であって、
（ａ）画像の画像点から測定フィールドを形成する段階
と、
（ｂ）測定フィールドから情報を抽出する段階と、
（ｃ）抽出された情報によって線量を制御する段階とを
含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、画像又は画像シー
ケンスを発生し、個々のシステム構成要素の動作上の挙
動を変更又は最適化するＸ線システム及び超音波システ
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ムに関する。本発明はまた、かかるシステム構成要素を
制御する方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】一連のＸ線画像による医療Ｘ線検査を行
う際、医師は、実際の検査を行うのに加えて、関心画像
領域中のＸ線画像を最適な画質とするためにＸ線検査シ
ステムの個々の構成要素の動作上の挙動を調整せねばな
らないという問題に直面する。Ｘ線を最適に調整するこ
とが特に重要である。放射線量の増加により通常は画質
は向上するが、その一方で、検査されるべき対象が曝さ
れる放射線量は出来る限り少ないほうがよい。その結
果、画質に対する要件は、通常は、検査されるべき対象
のための放射線量を同時に最小限とする種類の検査によ
って決まる。システムによってＸ線線量を自動制御する
ための様々な可能性が知られている。このために、動作
中、システムは通常は画像又は画像領域から情報を抽出
し、それに基づいて線量を自動的に再調整する。Ｘ線線
量が画像内容全てに基づいて制御されるとき、そのよう
な制御はシステムに潜在的な性質のため非常に露出過度
又は露出不足であった画像領域を変化させることにより
悪影響を受けるため、満足のいかない結果が生ずる場合
が多い。従って、画像全体ではなく所定の画像領域、即
ちいわゆる関心領域又はＲＯＩから線量制御のための情
報を抽出するＸ線システムが知られている（例えば特許
文献１及び特許文献２参照）。
【０００３】また、心臓カテーテル法において使用する
ためのＸ線検査システムが知られている（例えば特許文
献３）。このシステムは、大きな画像から得られ中心に
カテーテルの先端を示しその動きの間はカテーテルを自
動的に追跡する矩形の画像セクションに基づいて医師が
カテーテルの位置決めを行うのを支援する。矩形部分の
選択及び移動は、２つの連続する画像が差し引かれる単
純な動き解析によって行われる。また、更なる支援手
段、特にシステムの動作可能性を簡単にする手段は、医
師が利用可能であるようにはされていない。
【０００４】
【特許文献１】欧州特許公開第０４３５５２８号明細書
【特許文献２】欧州特許公開第０７４８１４８号明細書
【特許文献３】特開平４－２３３２号公報
【発明が解決しようとする課題】上述のシステム、例え
ば、特許文献１及び特許文献２に記載のシステムは、Ｒ
ＯＩが予め決められており、従って静的であるという問
題がある。これにより、検査されるべき対象領域がＲＯ
Ｉの画像領域中で撮像されねばならないという問題が生
ずる。そうでない場合は、線量は正しくない画像データ
に基づいて制御されてしまう。動く対象が一連の画像に
よって検査される場合、対象はその動きによって静的な
ＲＯＩを離れることがあり、この場合も線量制御は正し
くない画像データに基づいて行われてしまう。この問題
を軽減するために、例えば、対象又はシステムが新しく
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位置決めされてもよいが、これにより通常は作業者にと
って受け入れがたい量の追加的な作業が生じ、又は、Ｒ
ＯＩを拡大させてもよいが、これにより制御が低下する
という犠牲が生ずる。更に、ＲＯＩの空間的なつながり
は通常は関数の適用が強いられる。異なるシステムパラ
メータの調整のために、異なるＲＯＩからの情報を使用
することが必要である。
【０００５】例えば特許文献３に記載のシステムは、画
像セクションを取得するために用いられる画像は、医師
にとって関心のある情報を含む画像セクションよりも常
に大きくなくてはならないという欠点がある。従って、
患者の不必要に大きい領域がＸ線に曝されてしまう。更
に、画質は変わらない。
【０００６】本発明は、特に関心画像領域において画質
の自動適応を行う撮像システムを提供すると共に、対応
する方法を提供することを目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】この目的は、本発明によ
れば、Ｘ線画像の複数の画像点から少なくとも１つの測
定フィールドを形成し、測定フィールドから抽出される
情報によってＸ線を制御するよう構成されるデータ処理
ユニットを含む、Ｘ線画像を発生するＸ線システムの第
１の実施例によって達成される。
【０００８】本発明によるＸ線システムは、Ｘ線源及び
Ｘ線検出器と、データ処理ユニットとを含む。検査され
るべき対象、又は検査されるべき対象の領域は、通常は
Ｘ線源とＸ線検出器の間に配置される。Ｘ線源が作動状
態にあるとき、Ｘ線は対象を透過し、Ｘ線検出器上にＸ
線画像が公知の方法で形成され、このＸ線画像は電子形
式に変換される。この電子画像は、電子画像を更に処理
するデータ処理ユニットへ印加されると共に、本願では
詳述しないが記憶媒体又は視覚化手段といった更なるシ
ステム構成要素へ印加される。個々の画像が高速な時間
的な連続で発生されると、例えば映画フィルムの場合の
ように動いている対象を表わすＸ線画像シーケンスが形
成される。
【０００９】概して、Ｘ線画像は観察者にとってより関
心の高い領域と関心の低い領域へ分割されうる。このよ
うな関心領域は出来る限り良くイメージングされねばな
らず、これはＸ線を関心領域に関して適当に適応させる
ことによって行われうる。Ｘ線は、システムの構成に依
存する様々な手段を用いて様々な公知の方法で調整され
うる。例えば、Ｘ線の特性は、Ｘ線管の動作電圧を変化
させることによって調整されうる。Ｘ線電流の変更によ
り、単位時間当たりに発せられる放射線の量を調整する
ことが可能となる。更に、Ｘ線管によって発せられる放
射線はダイアフラムにより影響を受けうるため、Ｘ線を
位置に依存して減衰させることが可能である。
【００１０】本発明によるＸ線システムでは、Ｘ線の適
応は、データ処理ユニットが画像から少なくとも１つの
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測定フィールドを形成することによって行われる。測定
フィールドは、画像内容に依存する多数の画像点を表わ
し、この画像点は画質に関する情報の抽出に特に適して
いる。測定フィールドによって覆われる画像領域の画質
に関する結果はこの情報に基づいて得られ、これにより
関係のない画像領域からの情報を使用せずに必要な画像
に対してＸ線を適応させることが可能となる。Ｘ線を調
整するために測定フィールドから抽出される１つの情報
項目は、例えば、測定フィールド中の全ての画像点の値
の平均値である。この平均値が所定の限界値を超えると
き、測定フィールドの領域中の照射は高すぎるため、低
くする必要がある。他の情報項目は、例えば測定フィー
ルド中の画像点のグレー値分布（ヒストグラム）であ
る。グレー値の分布が十分に均一でないか、一方に偏り
すぎているとき、画像のコントラストを高める必要があ
る。これは、例えば変更されたＸ線特性を用いることに
よって可能である。更なる情報項目は、上述の画像のノ
イズ成分である。この成分が分かっていれば、例えば、
ノイズを減少させるために放射線量が増加されうる。
【００１１】画像点が測定フィールドと関連付けられて
いるのは、例えばその値が少なくとも１つの先行画像と
比較して統計的に関連するように変化されているとき、
即ち、その値を少なくとも１つの先行画像からの値と統
計的に比較すると正の結果が得られるときである。この
ような統計的な比較により、画像シーケンス中の画像点
の値の変化に関する結論が与えられる。概して、このよ
うな比較は画像の各画像点に対して行われうる。測定フ
ィールドに関連付けられる画像点は、互いに直接隣接す
る必要はなく、測定フィールドの縁は任意の幾何学形状
をとりうることがわかっている。例えば、画像点の変化
が選択可能な値を超えるとき、変化はノイズによって生
じたものではないと高い可能性で想定することができ
る。このように、画像点は動く対象の一部を構成し、測
定フィールドに関連付けられる。この例では、統計的な
比較は、動き検出操作として考えることができる。統計
的な関連性に関する更なる比較は、例えば、画像全体中
の実際の画像信号に関連する細部の表現の精度を決定す
るノイズの一部を調べることによって行われる。この信
号対雑音比を強度に依存して決定するために、１以上の
測定フィールドによって覆われる出来る限り均質な画像
領域が統計的に比較され、それにより静的な量子ノイズ
を決定する特徴の抽出が可能となる。物理的な条件によ
り、ノイズが高いければ高いほど再現可能な最小の対象
の幾何学的な寸法は大きくなる。信号対雑音比は、例え
ば線量を増加させることにより高められうる。
【００１２】動く対象を表示するために、特別な種類の
Ｘ線システムが考えられる。医療Ｘ線検出システムにつ
いて、人間の心臓又は血管内の血流は動く対象の例とい
うことができる。この種類のシステムは、対象の動きに
も関わらず画像領域の最適画像を形成することを目的と
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する。このために、例えば、動く対象を覆う測定フィー
ルドは、画像シーケンスの各画像中に形成される。測定
フィールドは、このように、画像シーケンスのうちの対
象の動きに適応される。測定フィールドは、このように
適応して画成される。動く対象は測定フィールドによっ
て常に覆われるため、このような測定フィールドから抽
出される情報は、システムパラメータの最適な調整を可
能とする。動く対象は、静的な測定フィールドの場合の
ようにその動きの影響を受ける測定フィールドから離れ
ることはできないため、Ｘ線を関係のない画像情報に基
づいて変化させることが防止される。例えば、対象に僅
かな自然な動きしかないため各画像中の測定フィールド
の形及び大きさを適応させる必要がない場合は、測定フ
ィールドによって動く対象を覆うための更なる可能な方
法は、まず、上述の方法により画像中の動く対象を覆う
測定フィールドを画成し、続く画像において毎回新しく
決められる対象の動きの方向に従ってこの測定フィール
ドを画像に対して単にシフトさせることである。このよ
うなシフトでは、データ処理ユニット中の計算能力は少
なくてよい。測定フィールドを形成する更なる可能な方
法は、ノイズ減少に関して上述した考察に関連する。画
像シーケンス中の画像が１以上の動く対象を示す場合、
各画像中の例えば背景上の測定フィールドの更新された
画成により、このような測定フィールドは画像シーケン
スの間に変化する背景の形に適応される。
【００１３】関心画像領域の画質のために、Ｘ線の放射
線の質をできるかぎり最適になるよう調整することが特
に重要である。これに関して、（放射線の質のパラメー
タとしての）線量の制御は、例えば、請求項２に記載の
ようにＸ線システムのＸ線電圧、電流又は照射時間を変
化させることによって特に簡単且つ有効に行われうる。
従来技術と比較してより正確且つより的確な線量の制御
が達成されうるため、動く対象の撮像については特に有
利な点が得られる。
【００１４】統計的な重要性に関して比較すると、例え
ば、画像点の時間における変化が複数の画像に対して決
定される請求項３に記載の動き検出操作を用いることが
有利である。動く対象から生ずる画像点は測定フィール
ドに関連付けられ、それにより画像の質は撮像されるべ
き動く対象に適応される。それと対照的に、画像中のノ
イズ成分を決定するために、測定フィールドは、画像背
景といったできるかぎり均質な画像領域に関連付けられ
うる画像点から形成される。更に、このような画像領域
中の信号成分は、画像シーケンスの間は僅かにしか変化
しないべきである。このような測定フィールドが画成さ
れると、画像中のノイズは測定フィールドの画像点の間
の既知の関係に基づいて決定されうる。
【００１５】測定フィールドをより高い信頼性で形成す
ることを可能とするために、請求項４に記載の更なる実
施例によれば更なる画像点が測定フィールドに関連付け
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られる。このような更なる画像点は、測定フィールドに
既に関連付けられている画像点と一定の空間的な関係を
有する画像点である。例えば、非常にノイズの多い画像
であるため動きの推定が困難である場合に不正確な関連
づけを避けるために、例えば請求項１に記載の方法によ
りわずかな画像点のみが測定フィールドに関連付けられ
ない場合、測定フィールドはしっかりと分解される。例
えば既に関連付けた画像点の全ての直接隣接する画像点
といった更なる画像点が測定フィールドに対して更に関
連付けられれば、測定フィールドの分解は減少される。
請求項５に記載の更なる望ましい実施例では、幾何学的
な関係は、所定の値よりも小さい幾何学的な距離を有す
る全ての画像点が測定フィールドと関連付けられるよう
画成される。距離が方向とは独立であれば、既に関連付
けられた画像点の回りの円形領域内に位置する全ての画
像点はこの規準を満たす。測定フィールドの分解は、こ
のような円形領域の大部分が重なり合うか互いに接触す
るときに減少される。しかしながら、測定フィールドに
関連付けられる画像点について、円形領域内に配置され
るが測定フィールドには関連付けられていない画像点の
数が所定の値を下回った場合、関連づけは不正確である
可能性が非常に高く、画像点は再び測定フィールドから
除去される。これは、請求項６に記載されるような更な
る実施例を表わす。
【００１６】検査されることが多い器官は、複雑で速い
動きを行う人間の心臓であり、従来のシステムではシス
テムパラメータの適切でない自動調整のみが行われてい
る。従って、請求項７に記載のように心臓検査のために
本発明によるＸ線システムを使用することは、特に魅力
的である。例えば、動く心臓又はその部分は少なくとも
一つの測定フィールドによって覆われる。検査中、測定
フィールドは、心臓の自然な動きに適応されると共に、
画像の縁に向かう相対的な動きに適応され、それに従っ
て変位される。これは、例として、以下の図面の説明に
よって明らかとなろう。心臓がカテーテルを用いて検査
されるとき、ユーザは検査の所定の位相中にカテーテル
の先端を追跡することが可能でなくてはならない。通常
は動いているカテーテルの最適に撮像するために、従っ
て、請求項８に記載の実施例においてカテーテルの先端
を覆う測定フィールドが画成される。
【００１７】本発明によるＸ線システムは、Ｘ線の制御
に適しているだけではない。システムが、制御可能な、
又は、その動作上の挙動が適応されうる更なる構成要素
を含むとき、かかる制御又は適応は測定フィールドから
抽出された情報によって、即ちＸ線の制御の場合のよう
に行われうる。これに関する幾つかの例について以下説
明する。測定フィールドに基づいて観察者にとって関心
のある画像領域が動きにより画像から出て動くと判定さ
れると、Ｘ線システムが対象に対して変位されるか、対
象又は対象が載せられた台がＸ線システムに対して変位
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7
されうる。Ｘ線検出器の動作上の挙動は、複数のパラメ
ータによって変更されえ、これに関して、例えば、感
度、画像セクション、又はデータ圧縮が調整されうる。
画像データは、データ処理装置中の画像処理アルゴリズ
ムによって処理されえ、アルゴリズムの効果はパラメー
タによって調整可能である。モニタといった視覚化のた
めの構成要素は、例えば画像の輝度又は画像のコントラ
ストに関して調整可能である。
【００１８】上記目的はまた、超音波画像の複数の画像
点から少なくとも１つの測定フィールドを形成し、測定
フィールドから抽出される情報によって少なくとも超音
波を制御するよう配置されるデータ処理ユニットを含
む、請求項９による超音波画像を発生する超音波システ
ムによって達成される。
【００１９】本発明による超音波装置では、例えば、対
象は超音波によって撮像される。超音波送信器は、対象
に対して音波を与え、音波は対象の個々の構成物質によ
って様々な範囲に反射され、超音波センサによって検出
される。対象の画像は、データ処理ユニットによって公
知の方法で異なる音反射から再構成されうる。
【００２０】本発明による超音波装置は、請求項１に記
載のＸ線システムの特徴と同様の特徴を有し、それによ
りＸ線装置の上述の説明において開示されたのと同じ又
は同様の利点が達成される。情報はまた測定フィールド
によって関係のある画像領域から抽出され、この情報
は、音、例えば音線量又は音の強度の制御を可能とす
る。更に、他のシステム構成要素の制御が可能である。
従って、請求項２乃至８は、超音波装置に対して適用可
能である。この種類の超音波装置は、例えば医療診断の
分野で使用されうる。システム構成要素の自動適応は、
特に心臓及び婦人科検査の場合により迅速なより良い医
療診断を提供する。
【００２１】上記目的はまた、請求項１０に記載の、対
象に対して印加されイメージングに必要な放射線の線量
又は波動を制御するためにイメージングシステムによっ
て実行される方法であって、（ａ）画像の画像点から測
定フィールドを形成する段階と、（ｂ）測定フィールド
から情報を抽出する段階と、（ｃ）抽出された情報によ
って線量を制御する段階とを含む、方法によって達成さ
れる。
【００２２】この方法は、関心画像領域に対して放射線
又は波動又は他のシステム構成要素の自動制御が特に有
利な任意の撮像システムにおいて使用されうる。
【００２３】
【発明の実施の形態】本発明の幾つかの実施例につい
て、図１乃至図３を参照して以下詳述する。図１は、動
いている対象の一連のＸ線画像を形成するのに適したＸ
線検査装置の本質的な構成要素を示す図である。システ
ムは、Ｘ線管と、例えば高圧発生器及び電源ユニット等
のＸ線管の動作に必要な手段と、例えば機械的なダイア
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フラム等のＸ線に影響を与える更なる手段とを有するＸ
線源２を含む。システムはまた、ディジタルＸ線画像２
０を出力するＸ線画像検出器５を含み、連続する画像の
出力速度は、フィルムの形式の一連のＸ線画像がシステ
ムのユーザに対してリアルタイムで示されうるほど速
い。Ｘ線画像検出器５は、Ｘ線イメージインテエンシフ
ァイアとカメラの組合せからなるものであってもよく、
或いは、フラットディジタルＸ線検出器からなるもので
あってもよい。モータ（図示せず）によって位置決めさ
れうる台４の上に配置された対象３は、Ｘ線源２とＸ線
画像検出器５の間に配置される。Ｘ線源２、対象３、及
びＸ線画像検出器５は、Ｘ線源２から発せられるＸ線７
がＸ線画像検出器５に入射するよう対象３を横切りうる
よう空間中に配置される。Ｘ線画像検出器によって生成
される画像データは、視覚化のために生成された画像デ
ータを準備するとともに測定フィールドを形成する段階
及び情報を抽出する段階を実行するよう配置される画像
処理・システム制御ユニット１に印加される。例えば、
システムパラメータ１４ｂ，１５ｂ，１６ｂ，１７ｂの
調整のための情報は、画像データから抽出される。かか
る画像処理・システム制御ユニット１は、例えば画像処
理をリアルタイムで可能とするパワフルなコンピュータ
システムによって形成されうる。処理された画像データ
２０ｂは、視覚化のためにモニタ６に印加される。
【００２４】Ｘ線源２、台４、Ｘ線画像検出器５、及び
モニタ６は、パラメータにより挙動又は作動点に関して
調整されうる。図１中、これらのパラメータは破線によ
って示される。Ｘ線源２のパラメータ１４ｂは、例え
ば、Ｘ線の線量、Ｘ線のスペクトル、モータにより調整
されえそれに基づいて円錐状の放射線７の縁の領域の形
状が適応されうる機械的なダイアフラムの位置又は幾何
学形状といったものである。台のパラメータ１５ｂは、
例えば、円錐状の放射線７に対する位置である。Ｘ線画
像検出器のパラメータ１６ｂは、例えば感度及び信号増
幅である。モニタのパラメータ１７ｂは、例えば、コン
トラスト、輝度、及びグレー値適応のための最も望まし
いルックアップテーブルの選択である。
【００２５】他の実施例では、台４、従って検査される
べき対象３が静止状態とされ、Ｘ線源２及び／又はＸ線
画像検出器５が例えば電気モータといった適当な駆動手
段によって台４に対して変位及び位置決めされてもよ
い。
【００２６】図２は、概略的に、即ちブロック図によっ
て、測定フィールドの形成、情報の抽出、及び情報の評
価のために使用されるデータ処理ユニットの一部の動作
を示す図である。全ての画像データは実線の矢印によっ
て示され、システムパラメータ又は測定フィールドデー
タといった全ての他のデータは破線の矢印によって示さ
れる。
【００２７】入来する画像データ２０は、Ｘ線画像検出
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器によって生成されアーティファクトを含んだ原データ
からなり、まずアーティファクトを除去するために画像
前処理回路１０ａに印加される。この補正された原画像
データ２０ａは、個々の画像点の値を先行する画像のそ
れらの値と比較する比較ユニット１１に印加され、それ
により動く対象に帰属しどれが割り当てられないかを定
義する。この情報１１ａは、情報１１ａ及び例えば画像
点の間の幾何学的な近接的な関係といった更なる規準に
基づいて１以上の測定フィールドを画成する測定フィー
ルド画成ユニット１２に印加される。画像中の測定フィ
ールドの空間中の位置に関する情報１２ａは、測定フィ
ールドからシステム中で生ずるパラメータに関する適当
な情報１４ａ，１５ａ，１６ａ，１７ａ及び１８ａを抽
出する情報抽出ユニット１３に印加される。
【００２８】例えば画像の輝度又は鮮明度といった測定
フィールドから抽出されＸ線発生器のパラメータを調整
するために使用される情報１４ａは、必要な線量又はダ
イアフラムの幾何学的な位置といったパラメータ値１４
ｂをＸ線発生器２へ出力するＸ線発生器制御回路１４に
印加される。例えば台の位置の調整に必要であるような
画像の縁に対する対象の位置といった情報１５ａは、台
４に対して台の調整のためのパラメータ値を印加する台
位置制御回路１５に印加される。例えば、対応する測定
フィールド中に含まれＸ線画像検出器の調整に必要とさ
れる画像点の動的な範囲である情報１６ａは、パラメー
タ値１６ｂをＸ線検出器５に印加する検出器制御回路１
６に印加される。モニタの調整に必要とされるような例
えば出力画像のコントラスト及び輝度といった情報１７
ａは、モニタ６にパラメータ値１７ｂを印加するモニタ
制御回路１７に印加される。
【００２９】画像データ２０ａは、実行中の対象３の検
査に関して画像を変更し最適化する更なる画像処理ユニ
ット１０ｂに印加される。この画像処理ユニットは、適
応可能なアルゴリズムを含むものであってもよく、アル
ゴリズムパラメータに基づいて影響を受けうる。かかる
アルゴリズムパラメータを調整するために必要な情報１
８ａは、パラメータ値１８ｂを画像処理ユニット１０ｂ
に印加する画像処理制御回路１８に印加する。
【００３０】準備された画像データ２０ｂは、最終的に
はそれが視覚化されるモニタ６に到達する。
【００３１】図３は、測定フィールド３０の画成を示す
ための夫々が３つの画像を含む３つの画像シーケンスを
示す図である。全ての画像において、動く対象３１は、
それ自体が動くと共に画像の縁に対して動くことが可能
な人間の心臓によって形成される。その外縁即ち輪郭が
破線によって示される測定フィールド３０は、一般的に
は図２に示すように測定フィールド画成ユニット１２中
で画成される。
【００３２】画像の縁に向かう心臓の相対的な動きは、
図３の（ａ），（ｂ），（ｃ）に示す第１の画像シーケ
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ンスに示されており、図中、心臓は画像の左上の隅から
右下の隅へ動く。図３の（ｄ），（ｅ），（ｆ）に示す
第２の画像シーケンスは、心臓自体の動きを示す。図３
の（ｇ），（ｈ），（ｉ）に示す第３の画像シーケンス
は、第１及び第２の画像シーケンスの動きの組合せであ
る心臓の動きを示す。全ての画像は、明らかに、測定フ
ィールドが動く心臓を常に覆うことを示す。従って、例
えばグレー値の分布及び輝度に関する情報は、画像コン
トラスト及びＸ線線量といったシステムパラメータがこ
の情報に基づいて最適化されるよう心臓が位置する画像
領域からのみ抽出されることが確実とされる。
【００３３】しかしながら、情報が画像領域全体から抽
出された場合、第１の画像シーケンス中に例として示さ
れる高い度合いで露出過剰又は露出不足とされた画像領
域３３はシステムパラメータの最適な調整を妨げる。第
３の画像シーケンス中に示されるような、静的な、例え
ば画像の中心に配置された円形の測定フィールドは、全
く心臓を覆わず、図３の（ｈ）及び（ｅ）に示す画像中
では、システムパラメータの最適調整のために十分によ
い情報を生成しない。
【００３４】以下、測定フィールドの画成及びシステム
パラメータの調整に関する更なる有利な例について説明
する。
【００３５】測定フィールドによって覆われた領域にお
いて画像の鮮明度が十分によくない場合、原因はＸ線管
中の大きすぎる焦点である可能性がある。Ｘ線管が焦点
を調整する手段を含む場合、かかる手段は焦点を最適化
するためにシステムパラメータ１４ｂに基づいて調整さ
れうる。
【００３６】検査されるべき対象３１が例えば患者の動
きにより画像の縁に近すぎる場所まで動くおそれがある
場合、システムパラメータ１５は、心臓の動きの中心を
再び画像の略中心へ動かすよう台４を変位させるために
使用されうる。
【００３７】画像領域３３が、医師によるＸ線画像の観
察を邪魔するほど露出過剰である場合、又は、露出過剰
の領域に直接隣接する画像領域が誤るほど露出過剰であ
る場合、露出過剰の領域３３を覆う測定フィールドは、
領域３３が出来る限り完全にマスクされるべくＸ線源２
の中に設けられた機械的なダイアフラムが変位されるよ
うシステムパラメータ１４ｂが変更されうるように画成
される。
【００３８】Ｘ線画像検出器５は、システムパラメータ
１６ａに基づいて調整されうる。例えば、システムパラ
メータ１４ｂ及び１５ｂが既に最適化されているとき、
Ｘ線画像検出器の動作点が最適化されえ、それにより検
出器のダイナミックレンジ全体はその現在の動作モード
で完全に使用されうる。Ｘ線画像検出器に、Ｘ線画像イ
ンテンシファイア及びカメラの組合せが設けられている
とき、Ｘ線画像インテンシファイアの電子ビーム偏向及
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び合焦又はカメラの作用点といった種々のシステムパラ
メータが最適化のために使用されうる。
【００３９】適応可能な構成要素を含む画像処理ユニッ
ト１０ｂは、一般的には画像中に表わされるハイライト
されなければアクセスが困難な対象又はアクセス不可能
な対象又は構造をハイライトするために使用されうる。
例えば、通常は低いＸ線線量を用いて形成された一連の
Ｘ線画像中に生ずる非常にノイズの多い画像の場合、ノ
イズは複雑なノイズ減少アルゴリズムによって減少され
うる。このようなアルゴリズムは、特にユーザが関心を
持つ画像領域によってのみアルゴリズムの挙動が影響を
受ける場合に望ましい結果を生ずる。従って、本発明に
よる方法は、適応可能な構成要素のシステムパラメータ
の最適化に関して特に適した測定フィールドの自動画成
及びシフトによってアルゴリズムの挙動を最適化するた
めに有利に使用されうる。
【００４０】例えばモニタ６といったＸ線画像のシーケ
ンスを視覚化する手段の調整もまた、本発明による方法
を適用することによって自動的に最適化されうる。画像
データ２０ｂの発生及び準備に用いられる全てのシステ
ム構成要素が最適化されたとき、システムのユーザはそ
れでも不正確に調整されたモニタによって最適でない画
像を提供される場合がある。例えば、視覚化制御回路１
７が、抽出された情報１７ａに基づいて、他のシステム
構成要素が最適化されているにもかかわらず、Ｘ線画像
が測定フィールドの領域即ちユーザが特に関心を持つ画
像領域において比較的低いコントラストを有することを
検出したとき、モニタ６は、そのシステムパラメータを*
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*通じて、画像の低いコントラストがモニタの完全なダイ
ナミックレンジで再生されるよう調整されうる。このた
めに、例えば、モニタのコントラスト調整、輝度及び／
又はグレー値転送機能が最適化される。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の方法を実行する手段を含むＸ線システ
ムを示す図である。
【図２】本発明による方法を示すブロック図である。
【図３】画像シーケンス中の測定フィールドの画成及び
シフトを示す図である。
【符号の説明】
１０ａ    画像前処理回路
１０ｂ    更なる画像処理ユニット
１１    比較ユニット
１１ａ    情報
１２    測定フィールド画成ユニット
１２ａ    測定フィールド情報
１３    情報抽出ユニット
１４    出力Ｘ線発生器制御回路
１５    台位置制御回路
１６    検出器制御回路
１７    モニタ制御回路
１８    画像処理制御回路
１４ａ－１８ａ    パラメータ情報
１４ｂ－１８ｂ    パラメータ値
２０    ディジタルＸ線画像
２０ａ    原画像データ
２０ｂ    処理された画像データ

【図１】 【図２】
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